
「誤嚥性肺炎患者における在院日数が遅延している要因」 

 

1．研究の対象 

 2024年 4月～2025年 3月に当院にて誤嚥性肺炎と診断された患者さん。 

 

2．研究目的・方法・期間 

研究目的：本研究の目的は当院の誤嚥性肺炎患者の在院日数が遅延している要因を分析する。 

研究方法：本研究の目的は当院の誤嚥性肺炎患者の在院日数が遅延している要因を検証し、自分たち

が取り組めることがないかを検討していく。 

 

研究期間：倫理委員会承認後から 2026年 3月 31日 

 

3．研究に用いる資料・情報の種類 

本研究では、当院の診療録から、入院されていた患者さんの情報を収集します。収集する情報は、性

別、年齢、誤嚥性肺炎の分類（通常型、びまん性嚥下性細気管支炎、Mendelson症候群、人口呼吸器関

連肺炎）、在院日数、在院日数が遅延した要因（平均在院日数を越えた症例を対象とする）、経口摂取獲

得の有無、BMI、リハビリ開始までの日数のデータ抽出予定です。 

 

4．個人情報の取扱いについて 

患者さんのカルテ情報をこの研究に使用する際は、氏名および ID を削除し、個人を特定できないよ

うにします。また、それらの抽出データは実施担当代表者が、外部ネットワークと切り離されたパスワ

ードロックのかかるパソコン上に保存します。なお、本研究において得られた情報は、院内への情報共

有が行われてから５年保管し、適切に廃棄します。 

 

５．外部への試料・情報の提供 

外部の試料提供はございません。院内試料として活用予定。 

研究結果および報告内容に関しては、匿名化し個人情報が特定できないよう配慮し、今回の研究目的

以外に使用することはありません。 

 

６．研究組織 

研究責任者 

近江八幡市立総合医療センター 感覚矯正科  森田 曜 

研究担当者 

 近江八幡市立総合医療センター 看護部  佐野 房子 

 

７．お問い合わせについて 

 本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせください。ご希望があれば、

他の対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧する

ことが出来ます。 

 また、本研究対象に該当するかたで、本調査へのご了承が得られない場合（診療録を見られたくない



など）は、下記の連絡先までお申し出ください。なお、了承の有無にかかわらず、患者さんに不利益が

生じることはありません。 

 

【照会先および研究に了承いただけない場合の連絡先】 

近江八幡市立総合医療センター 感覚矯正科 森田 曜 

〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町 1379番地  TELL 0748-33-3151 

 


